
A2 介護予防訪問サービス

種類 項目

Ａ２ 1111 訪問型独自サービス１１ 1,176    1月につき

Ａ２ 2111 訪問型独自サービス１１日割 39        1日につき

Ａ２ 1211 訪問型独自サービス１２ 2,349    1月につき

Ａ２ 2211 訪問型独自サービス１２日割 77        1日につき

Ａ２ 1321 訪問型独自サービス１３ 3,727    1月につき

Ａ２ 2321 訪問型独自サービス１３日割 123      1日につき

Ａ２ 1411 訪問型独自短時間サービス
ロ　１月当たりの回数を
定める場合

１６３単位 163      1回につき

A２ C211 訪問型独自高齢者虐待防止措置未実施減算１１ -１２単位 -12      1月につき

A２ C220 訪問型独自高齢者虐待防止措置未実施減算１１日割 　　　　　　　　　　 -１単位 -1        1日につき

Ａ２ C212 訪問型独自高齢者虐待防止措置未実施減算１２ 　　　　　　　　　　-２３単位 -23      1月につき

A２ C213 訪問型独自高齢者虐待防止措置未実施減算１２日割 　　　　　　　　　　  -１単位 -1        1日につき

A２ C214 訪問型独自高齢者虐待防止措置未実施減算１３ 　　　　　　　　　　-３７単位 -37      1月につき

Ａ２ C215 訪問型独自高齢者虐待防止措置未実施減算１３日割 　　　　　　　　　　  -１単位 -1        1日につき

A２ C219 訪問型独自高齢者虐待防止措置未実施減算短時間 -２単位 -2        1回につき

A2 D211 訪問型独自業務継続計画未策定減算１１ -１２単位 -12      １月につき

A2 D220 訪問型独自業務継続計画未策定減算１１日割 　　　　　　　　　　 -１単位 -1        １日につき

A2 D212 訪問型独自業務継続計画未策定減算１２ 　　　　　　　　　　-２３単位 -23      １月につき

A2 D213 訪問型独自業務継続計画未策定減算１２日割 　　　　　　　　　　  -１単位 -1        １日につき

A2 D214 訪問型独自業務継続計画未策定減算１３ 　　　　　　　　　　-３７単位 -37      １月につき

A2 D215 訪問型独自業務継続計画未策定減算１３日割 　　　　　　　　　　  -１単位 -1        １日につき

A2 D219 訪問型独自業務継続計画未策定減算短時間 -２単位 -2        １回につき

A2 6001 訪問型独自サービス同一建物減算１ 所定単位数の　10％減算

A2 6003 訪問型独自サービス同一建物減算２ 所定単位数の　15％減算

A2 6002 訪問型独自サービス同一建物減算３ 所定単位数の　12％減算

（２）１週に２回程度の場合

（３）１週に２回を超える程度の場合
　　　（要支援１を除く）

３,７２７単位

１２３単位

高齢者虐待防止未実
施減算

イ　１週間当たりの標準的
な回数を定める場合

（１）1週に1回程度の場合

（２）1週に２回程度の場合

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合成
単位数

算定単位

（３）１週に２回を超える程度の場合

業務継続計画未策定
減算

イ　１週間当たりの標準的
な回数を定める場合

R8.6.1～

短時間の身体介護が中心である場合

（３）1週に２回を超える程度の場合

（４）短時間の身体介護が中心である場合

（４）短時間の身体介護が中心である場合

（１）１週に１回程度の場合

イ　１週間当たりの標準
的な回数を定める場合

（１）１週に１回程度の場合
１,１７６単位

３９単位

（２）１週に２回程度の場合
２,３４９単位

７７単位

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

同一建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

事業所と同一建物の利用者等にサービスを行う
場合

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

1月につき



Ａ２ 8000 訪問型独自サービス特別地域加算 所定単位数の　15％加算 1月につき

Ａ２ 8001 訪問型独自サービス特別地域加算日割 所定単位数の　15％加算 1日につき

Ａ２ 8100 訪問型独自サービス小規模事業所加算 所定単位数の　10％加算 1月につき

Ａ２ 8101 訪問型独自サービス小規模事業所加算日割 所定単位数の　10％加算 1日につき

Ａ２ 8110 訪問型独自サービス中山間地域等提供加算 所定単位数の　　5％加算 1月につき

Ａ２ 8111 訪問型独自サービス中山間地域等提供加算日割 所定単位数の　　5％加算 1日につき

Ａ２ 4001 訪問型独自サービス初回加算 ハ　初回加算　　　　　 200単位加算 200

Ａ２ 4003 訪問型独自サービス生活機能向上加算Ⅰ （1）生活機能向上連携加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　　　100単位加算 100

Ａ２ 4002 訪問型独自サービス生活機能向上加算Ⅱ （2）生活機能向上連携加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　200単位加算 200

A２ 6102 訪問型独自口腔連携強化加算 50単位 50 1回につき

A2 6269 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ1 （１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ 所定単位数の270/1000加算

A2 6183 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ2 （２）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ 所定単位数の287/1000加算

A2 6270 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱイ （３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ 所定単位数の249/1000加算

A2 6184 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱロ （４）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ 所定単位数の266/1000加算

A2 6271 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ （５）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の207/1000加算

A2 6380 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ （６）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数の170/1000加算

1月につき

ホ　口腔連携強化加算

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

特別地域加算

へ　介護職員等処遇改善加算

1月につき

二　生活機能向上連携加算



A3 基準緩和訪問サービス

種類 項目

Ａ3 1001 90%

Ａ3 1002 80%

Ａ3 1003 70%

Ａ3 1004 90%

Ａ3 1005 80%

Ａ3 1006 70%

Ａ3 1007 90%

Ａ3 1008 80%

Ａ3 1009 70%

Ａ3 1010 90%

Ａ3 1011 80%

Ａ3 1012 70%

Ａ3 1013 90%

Ａ3 1014 80%

Ａ3 1015 70%

Ａ3 1016 90%

Ａ3 1017 80%

Ａ3 1018 70%

Ａ3 2001 90%

Ａ3 2002 80%

Ａ3 2003 70%

Ａ3 2004 90%

Ａ3 2005 80%

Ａ3 2006 70%

Ａ3 2007 90%

Ａ3 2008 80%

Ａ3 2009 70%

Ａ3 2010 90%

Ａ3 2011 80%

Ａ3 2012 70%

Ａ3 2013 90%

Ａ3 2014 80%

Ａ3 2015 70%

Ａ3 2016 90%

Ａ3 2017 80%

Ａ3 2018 70%

Ａ3 2073 90%

Ａ3 2074 80%

Ａ3 2075 70%

Ａ3 2076 90%

Ａ3 2077 80%

Ａ3 2078 70%

1月につき

1月につき

1日につき

1月につき

1日につき

1月につき

1日につき

1月につき

1日につき

1日につき

（３）1週に２回を超える
程度の場合

訪問型独自業務継続計画未策定減算／２１１日割

（１）1週に1回程度の場
合

-８単位

訪問型独自サービス／２１１

訪問型独自サービス／２１１日割

訪問型独自サービス／２１２

訪問型独自サービス／２１２日割

（２）１週に２回程度の場合

訪問型独自高齢者虐待防止措置未実施減算／２１２

訪問型独自高齢者虐待防止措置未実施減算／２１２日割

訪問型独自業務継続計画未策定減算／２１１

業務継続計画未策
定減算

イ　１週間当たりの標準的な回数を定める
場合

-２６単位

-１単位

823       

（２）1週に２回程度の場
合

１,６４４単位

５４単位

２,６０９単位

８６単位

-８単位

-１単位

-１６単位

-１単位

27        

1,644    

54        

2,609    

86        

-8        

２７単位

-1        

-16       

-1        

R8.6.1～

サービスコード
サービス内容略称

合成
単位数

算定単位給付率算定項目

（１）１週に１回程度の場合

（１）1週に1回程度の場
合

訪問型独自サービス／２１３

訪問型独自サービス／２１３日割

訪問型独自高齢者虐待防止措置未実施減算／２１１

訪問型独自高齢者虐待防止措置未実施減算／２１１日割

（３）１週に２回を超える程度の場合
　　　（事業対象者・要支援２）

イ　１週当たりの標
準的な回数を定め
る場合

高齢者虐待防止未
実施減算

イ　１週間当たりの標準的な回数を定める
場合

1月につき８２３単位

訪問型独自高齢者虐待防止措置未実施減算／２１３

訪問型独自高齢者虐待防止措置未実施減算／２１３日割

-26       

-1        

1日につき

-8        1月につき

-１単位 -1        1日につき



Ａ3 2079 90%

Ａ3 2080 80%

Ａ3 2081 70%

Ａ3 2082 90%

Ａ3 2083 80%

Ａ3 2084 70%

Ａ3 2085 90%

Ａ3 2086 80%

Ａ3 2087 70%

Ａ3 2088 90%

Ａ3 2089 80%

Ａ3 2090 70%

Ａ3 2019 90%

Ａ3 2020 80%

Ａ3 2021 70%

Ａ3 2022 90%

Ａ3 2023 80%

Ａ3 2024 70%

Ａ3 2025 90%

Ａ3 2026 80%

Ａ3 2027 70%

Ａ3 2028 90%

Ａ3 2029 80%

Ａ3 2030 70%

Ａ3 2031 90%

Ａ3 2032 80%

Ａ3 2033 70%

Ａ3 2034 90%

Ａ3 2035 80%

Ａ3 2036 70%

Ａ3 2037 90%

Ａ3 2038 80%

Ａ3 2039 70%

Ａ3 2040 90%

Ａ3 2041 80%

Ａ3 2042 70%

Ａ3 2043 90%

Ａ3 2044 80%

Ａ3 2045 70%

Ａ3 2046 90%

Ａ3 2047 80%

Ａ3 2048 70%

Ａ3 2049 90%

Ａ3 2050 80%

Ａ3 2051 70%

Ａ3 2052 90%

Ａ3 2053 80%

Ａ3 2054 70%

1月につき

1日につき

1月につき

-82

-3

-391

-247

-8

-13

-5

-261

-9

-123

-4

1日につき

1月につき

1日につき

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを
行う場合

-123単位

-4単位

-247単位

-8単位

-391単位

-13単位訪問型独自サービス同一建物減算２/２１３日割

訪問型独自業務継続計画未策定減算／２１２
（２）1週に２回程度の場
合

-１６単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合

訪問型独自サービス同一建物減算２/２１３

-82単位

-3単位

事業所と同一建物の利用者等にサービスを行う場合

訪問型独自業務継続計画未策定減算／２１２日割 -１単位

業務継続計画未策
定減算

イ　１週間当たりの標準的な回数を定める
場合

訪問型独自業務継続計画未策定減算／２１３日割

訪問型独自業務継続計画未策定減算／２１３

-１単位 -1        1日につき

-164-164単位

-5単位

-261単位

-9単位

事業所と同一建物の利用者等にサービスを行う場合

1月につき

1日につき

1月につき

1日につき

1月につき

1日につき

訪問型独自サービス同一建物減算１/２１１

訪問型独自サービス同一建物減算１/２１１日割

訪問型独自サービス同一建物減算１/２１２

訪問型独自サービス同一建物減算１/２１２日割

訪問型独自サービス同一建物減算１/２１３

訪問型独自サービス同一建物減算１/２１３日割

訪問型独自サービス同一建物減算２/２１２

訪問型独自サービス同一建物減算２/２１２日割

訪問型独自サービス同一建物減算２/２１１

訪問型独自サービス同一建物減算２/２１１日割

（３）1週に２回を超える
程度の場合

（４）1週に２回を超える
程度の場合

-２６単位 -26       1月につき

-16       1月につき

-1        1日につき



Ａ3 2055 90%

Ａ3 2056 80%

Ａ3 2057 70%

Ａ3 2058 90%

Ａ3 2059 80%

Ａ3 2060 70%

Ａ3 2061 90%

Ａ3 2062 80%

Ａ3 2063 70%

Ａ3 2064 90%

Ａ3 2065 80%

Ａ3 2066 70%

Ａ3 2067 90%

Ａ3 2068 80%

Ａ3 2069 70%

Ａ3 2070 90%

Ａ3 2071 80%

Ａ3 2072 70%

Ａ3 3001 90%

Ａ3 3002 80%

Ａ3 3003 70%

Ａ3 3004 90%

Ａ3 3005 80%

Ａ3 3006 70%

Ａ3 3007 90%

Ａ3 3008 80%

Ａ3 3009 70%

Ａ3 3010 90%

Ａ3 3011 80%

Ａ3 3012 70%

Ａ3 4001 90%

Ａ3 4002 80%

Ａ3 4003 70%

Ａ3 4004 90%

Ａ3 4005 80%

Ａ3 4006 70%

Ａ3 4007 90%

Ａ3 4008 80%

Ａ3 4009 70%

Ａ3 4163 90%

Ａ3 4164 80%

Ａ3 4165 70%

Ａ3 4166 90%

Ａ3 4167 80%

Ａ3 4168 70%

Ａ3 4169 90%

Ａ3 4170 80%

Ａ3 4171 70%

訪問型独自サービス生活機能向上加算Ⅱ／２

訪問型独自口腔連携強化加算／２ ホ　口腔連携強化加算

ニ　生活機能向上連携加算

1月につき

1日につき

1月につき

7          

事業所と同一建物の利用者等にサービスを行う場合

-3

-197

-6

-10

140       

35        

222       

444       

704       

（１）１週に１回程度の場合

（２）１週に２回程度の場合

（３）１週に２回を超える程度の場合
　　（事業対象者・要支援２）

70        

１４０単位加算

1日につき15単位 15        

23単位 23        

へ　介護職員等処
遇改善加算

222単位

444単位

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰイ／日割

（１）１週に１回程度の場合

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰイ

（２）１週に２回程度の場合

（３）１週に２回を超える程度の場合
　　（事業対象者・要支援２）

1月につき

１回につき

1月につき

-313

1月につき

140       

３５単位

704単位

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ

同一建物等に居住する利用者の割合が100分の90
以上の場合

-10単位

７単位

-99単位

-3単位

-197単位

（1）生活機能向上連携加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（1）生活機能向上連携加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０単位加算

訪問型独自サービス同一建物減算３/２１２

訪問型独自サービス同一建物減算３/２１２日割

訪問型独自サービス同一建物減算３/２１３

訪問型独自サービス同一建物減算３/２１１

訪問型独自サービス同一建物減算３/２１３日割

訪問型独自サービス生活機能向上加算Ⅰ／２

ハ　初回加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １４０単位加算

-99

-6単位

-313単位

1日につき

1月につき

1日につき

訪問型独自サービス初回加算／２

訪問型独自サービス同一建物減算３/２１１日割



Ａ3 4325 90%

Ａ3 4326 80%

Ａ3 4327 70%

Ａ3 4328 90%

Ａ3 4329 80%

Ａ3 4330 70%

Ａ3 4331 90%

Ａ3 4332 80%

Ａ3 4333 70%

Ａ3 4334 90%

Ａ3 4335 80%

Ａ3 4336 70%

Ａ3 4337 90%

Ａ3 4338 80%

Ａ3 4339 70%

Ａ3 4340 90%

Ａ3 4341 80%

Ａ3 4342 70%

Ａ3 4010 90%

Ａ3 4011 80%

Ａ3 4012 70%

Ａ3 4013 90%

Ａ3 4014 80%

Ａ3 4015 70%

Ａ3 4016 90%

Ａ3 4017 80%

Ａ3 4018 70%

Ａ3 4172 90%

Ａ3 4173 80%

Ａ3 4174 70%

Ａ3 4175 90%

Ａ3 4176 80%

Ａ3 4177 70%

Ａ3 4178 90%

Ａ3 4179 80%

Ａ3 4180 70%

Ａ3 4343 90%

Ａ3 4344 80%

Ａ3 4345 70%

Ａ3 4346 90%

Ａ3 4347 80%

Ａ3 4348 70%

Ａ3 4349 90%

Ａ3 4350 80%

Ａ3 4351 70%

21        

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱロ

（１）１週に１回程度の場合 219単位 219       

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱイ

（１）１週に１回程度の場合

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ

205単位 205       

（３）１週に２回を超える程度の場合
　　（事業対象者・要支援２）

650単位 650       

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱイ／日割

（１）１週に１回程度の場合 ７単位

1月につき（２）１週に２回程度の場合 437単位 437       

（３）１週に２回を超える程度の場合
　　（事業対象者・要支援２）

694単位 694       

1月につき（２）１週に２回程度の場合 409単位 409       

1日につき（２）１週に２回程度の場合 13単位 13        

（３）１週に２回を超える程度の場合
　　（事業対象者・要支援２）

21単位

7          

1日につき（２）１週に２回程度の場合 15単位 15        

（３）１週に２回を超える程度の場合
　　（事業対象者・要支援２）

25単位 25        

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ

1月につき

236       

472       

749       

236単位

472単位

749単位

8          

（１）１週に１回程度の場合

（２）１週に２回程度の場合

（３）１週に２回を超える程度の場合
　　（事業対象者・要支援２）

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ

へ　介護職員等処
遇

（１）１週に１回程度の場合 ８単位

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰロ

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰロ／日割



Ａ3 4352 90%

Ａ3 4353 80%

Ａ3 4354 70%

Ａ3 4355 90%

Ａ3 4356 80%

Ａ3 4357 70%

Ａ3 4358 90%

Ａ3 4359 80%

Ａ3 4360 70%

Ａ3 4019 90%

Ａ3 4020 80%

Ａ3 4021 70%

Ａ3 4022 90%

Ａ3 4023 80%

Ａ3 4024 70%

Ａ3 4025 90%

Ａ3 4026 80%

Ａ3 4027 70%

Ａ3 4181 90%

Ａ3 4182 80%

Ａ3 4183 70%

Ａ3 4184 90%

Ａ3 4185 80%

Ａ3 4186 70%

Ａ3 4187 90%

Ａ3 4188 80%

Ａ3 4189 70%

Ａ3 4028 90%

Ａ3 4029 80%

Ａ3 4030 70%

Ａ3 4031 90%

Ａ3 4032 80%

Ａ3 4033 70%

Ａ3 4034 90%

Ａ3 4035 80%

Ａ3 4036 70%

Ａ3 4190 90%

Ａ3 4191 80%

Ａ3 4192 70%

Ａ3 4193 90%

Ａ3 4194 80%

Ａ3 4195 70%

Ａ3 4196 90%

Ａ3 4197 80%

Ａ3 4198 70%

※自己負担割合に応じたサービスコードを使用してください。

へ　介護職員等処
遇改善加算

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ／日割

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱロ／日割

（１）１週に１回程度の場合 ７単位 7          

1日につき（２）１週に２回程度の場合 14単位 14        

（３）１週に２回を超える程度の場合
　　（事業対象者・要支援２）

23単位 23        

1日につき（２）１週に２回程度の場合 ９単位 9          

（３）１週に２回を超える程度の場合
　　（事業対象者・要支援２）

15単位 15        

（６）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

1月につき

140       

279       

444       
（３）１週に２回を超える程度の場合
　　（事業対象者・要支援２）

５単位

（１）１週に１回程度の場合

（２）１週に２回程度の場合

5          （１）１週に１回程度の場合

1月につき

540       

170       

340       

170単位（１）１週に１回程度の場合

（２）１週に２回程度の場合

（３）１週に２回を超える程度の場合
　　（事業対象者・要支援２）

6          

1日につき（２）１週に２回程度の場合 11単位 11        

（３）１週に２回を超える程度の場合
　　（事業対象者・要支援２）

18単位 18        

（５）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

340単位

540単位

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ／日割

（１）１週に１回程度の場合 ６単位

140単位

279単位

444単位

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ

へ　介護職員等処
遇改善加算


